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◆潜在力を活かす取組みが

必要 
今後の対策としては、「女性

の能力を高め、それを発揮でき

る環境整備を進めていく必要が

ある」としており、仕事と子育

てが両立できる就業環境の整

備、理工系の分野における女性

の活躍の機会を増やしていく必

要性が指摘されています。 

また、結婚や子育てに伴う退

職が減少すれば、最大で 445 万

人の労働力の増加につながると

の試算もされています。 

◆「M 字カーブ」の状態 
就業者と求職活動をしている

人の割合を示す「労働力率」に

ついては、女性は 20 代と 40 代

に比べて30代の女性の労働人口

の割合が落ち込む「M 字カーブ」

の状態が続いており、こうした

女性たちや、潜在的な就業希望

者も働けるようにすれば、女性

の労働人口を現在の「2,770 万

人」から「3,215 万人」に増やす

ことができるとされています。 

ワークライフバランスの推進

など、女性の潜在力を生かす取

組みが、ますます求められます。 

 

 

「長期安定志向」の 

新入社員 
◆約 500人の新入社員が回答 
産業能率大学では、新入社員

の意識や将来の目標などに関す

るアンケートを実施し、「2010

年度 新入社員の会社生活調査」

として発表しました。 

この調査は、1990 年から実施

されているもので、今年度は 151

社 515 人を対象に実施し、505 人

（男性 360 人、女性 145 人）か

ら有効回答を得て集計されてい

ます。 

◆将来の展望について 
今年度の新入社員については、

将来の進路として「管理職として

部下を動かし、部門の業績向上の

指揮を執る」という「管理職志向」

の人が 44.3％となり、「役職には

就かず、担当業務エキスパートと

して成果を上げる」という「専門

職志向」の人の 44.0％を初めて上

回ったそうです。一方、「独立志

向」は不人気で、過去最低の 8.7％

にとどまったそうです。 

また、「終身雇用制度を望む

か」という質問では、「望む」人

が 71.1％で、過去最高だった前年

度より 2.4 ポイント減少しまし

た。「転職は挫折」と考える傾向

が高いようです。 

◆「理想の年収」と 

「現実予想の年収」 
35 歳時点での理想の年収につ

いては、過去最低となった前年度

の 731 万円をさらに下回り、723

万円となりました。この質問は

2000 年度の調査から続いていま

すが、その年と比較すると「1,000

万円以上」の回答が大幅に減り、

「600 万円」という回答が大幅に

増加しています。また、現実を予

想した年収も 586 万円で過去最

低となっています。 

◆企業側としてどう考えるか 
この調査結果を見てみると、今

年度の新入社員は、勤め人として

「ふつうの道」から外れることを

不安視する傾向にあるようです。

独立は考えず、同じ会社に長期勤

務して、管理職を目指し、年収に

ついても無難な金額を望んでい

ます。 

会社側として考えると、長期安定

志向の社員というのは、中長期的な

視点で見れば「人材育成ができる」

という利点もあるのではないでし

ょうか。 

 

 

◆◆最近の動き◆◆ 
 

●労働審判の申立件数が過去

最高に（7 月 29日） 
最高裁判所は、2009年における

労働審判の申立件数が 3,468件と

なり、過去最高となったと発表し

た。労働審判制度は 2006年４月に

スタートしたが、４年で約４倍の伸

びとなった。内容別の内訳は、地位

確認（解雇等）1,701件、賃金・手

当 1,059件、退職金 205件などとな

っている。 

●厚労省職員の平均残業時間

が省庁でトップ（7月 29日） 
「霞が関国家公務員労働組合共闘

会議」（各省庁の労働組合で組織） 

が、霞が関で働く国家公務員の

2009年度の残業時間に関する調査 

結果を発表し、旧労働省が１人当た

り月平均 73.4時間で１位、旧厚生 

省が 71.7時間で２位だったことが

わかった。３位は経済産業省の

45.9時間だった。 

●「第３号被保険者」資格喪失

後の年金未納分請求へ（7月21日） 
長妻厚生労働大臣は、国民年金の

第３号被保険者が資格喪失を届 

け出ず、記録上は「第３号」のまま

になっている事例が多くみられる

ことから、実態調査を行い、時効に

かからない未納保険料（過去２年

分）の支払いを求めていく方針を明

らかにした。 

 

 

 

 

（２）「障害者雇用率制度」の対

象労働者の拡大 

短時間労働者（週所定労働時間

20 時間以上 30 時間未満）が、障

害者雇用率制度の対象となりま

した。これにより、常用雇用労働

者の総数や実雇用障害者数の計

算の際に、短時間労働者を「0.5

カウント」としてカウントします。 

◆改正の目的 
上記（１）の改正の目的は、近

年、障害者雇用が進展する中で、

中小企業における障害者雇用状

況の改善が遅れているため、障害

者の身近な雇用の場である中小

企業における障害者雇用の促進

を図ることです。 

また、上記（２）については、

障害者によっては、障害の特性や

程度、加齢に伴う体力の低下等に

より長時間労働が難しい場合が

あるほか、障害者が福祉的就労か

ら一般雇用へ移行していくため

の段階的な就労形態として有効

であるなどの理由から、改正がな

されました。 

◆改正の影響 
今回の改正により、障害者雇用

の促進が期待される一方で、初め

て障害者を雇用する企業にとっ

ては、作業施設・設備の改善、特

別の雇用管理等が必要になるな

ど、一定の経済的負担を伴うこと

もあり、ハードとソフト両面での

環境整備が必要となります。 

 

 

低い日本における女性 

の就業率 

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

◆日本は 30カ国中 29 位 
政府は、2010 年版「男女共同参

画白書」を公表しました。この白

書によれば、高校以上で教育を受

けた女性が仕事に就いている割

合が、日本は OECD（経済協力開

発機構）加盟国の 30 カ国中 29 位

だったそうです。 

日本は 66.1％で 1999 年に比べ

て 4.7 ポイント上昇しましたが、

OECD 全 体 の 平 均 値 で あ る

79.5％を大きく下回っており、学

歴・能力があっても社会の中で活

かす機会が少なく、受け皿が不十

分である実態が指摘されています。 

なお、上位からノルウェー

（ 88.8 ％ ）、 ス ウ ェ ー デ ン

（88.0％）、イギリス（85.8％）と

続 い て お り 、 最 下 位 は 韓 国

（61.2％）でした。 

◆十分活かされない女性の能力 
白書では、「高等教育によって

形成された女性の能力が、日本で

は就業の形で十分に生かされて

いない」と指摘されており、仕事

に就いていたとしても、結婚・出

産などを機に退職する女性が非

常に多いとみています。 

この他、男女の給与に格差があ

ることも女性の就労を妨げてい

る一因だと指摘しています。「女

性全体の賃金総額が男性の４割

弱と試算されること」、「賃金単

価や就業時間、就業者数のいずれ

も男性の７割程度にとどまって

いること」は、先進国では最低レ

ベルと言われており、勤続年数や

役職を男性と同じレベルにまで

高める必要性があるとしています。 

障害者「雇用納付金制度」

「雇用率制度」の改正 
 

◆「障害者雇用納付金制度」

とは？ 
障害者雇用促進法では「障害者

雇用率制度」が設けられており、

常用雇用労働者数が 56 人以上の

一般事業主は、その常用雇用労働

者数の 1.8％以上の身体障害者ま

たは知的障害者を雇用しなけれ

ばなりません。 

これを下回っている場合には、

法定雇用障害者数に不足する障

害者数に応じて、１人につき月額

５万円の「障害者雇用納付金」を

納付しなければなりません。 

一方、常用雇用労働者数が 300

人を超える事業主で法定の障害

者雇用率（1.8％）を超えて障害

者を雇用している場合には、その

超えて雇用している障害者の人

数に応じて、1 人につき月額２万

7,000 円の「障害者雇用調整金」

が支給されます。 

◆改正点について 
改正障害者雇用促進法が平成

21 年４月から段階的に施行され

ていますが、平成 22 年７月から

は、以下の内容が施行されていま

す。 

（１）「障害者雇用納付金制度」

の対象事業主の拡大 

従来は、常用雇用労働者数が

「301 人以上」の事業主が対象

（昭和 52 年以降）でしたが、

「201 人以上」に拡大されまし

た。なお、平成 27 年４月からは

「101 人以上」に拡大されます。 

平成２２年 8 月号 
 


